
法人向け保険商品のご検討に際して
ご留意いただきたいこと

法人向け保険商品の加入にあたっては、
以下の点を確認のうえでお申し込みください。

税務の取扱い等については、令和元年６月２８日付「課法2-13　課審6-10　査調5-3　法人税基本通達等の一部改正
について（法令解釈通達）」、令和3年６月２５日付「課個3-9 課法11-22 課審5-2 所得税基本通達の制定についての一
部改正について（法令解釈通達）」等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合もございます。

法人向け保険は、被保険者さまに万一のことがあった場合、
（死亡）保険金等を事業保障資金等の財源としてご活用い
ただくための、「保障」等を目的とする商品です。

「支払保険料」を損金算入しても、「保険金」や「解約返戻金」
等は益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、
節税効果はありません。
法人から役員等への名義変更についても、原則、節税効果
はありません。

保険本来の趣旨を逸脱する行為、例えば、「保険料の損金算
入や課税時期の繰り延べによる法人税額の圧縮」を主たる
目的とする保険加入や名義変更等は、税務署等からも租税
回避行為と認識される可能性があることから、おすすめして
おりません。

保険会社は、法令に基づく税務署等からの照会に対して、保
険契約の内容に関する情報を提供します。

1

2

3

4

※お客さまニーズとの関係については、設計書やパンフレット等でもご確認ください。
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■ この資料は、「商品パンフレット」、「保険設計書（契約概要）」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載し
たものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「商品パンフレット」または「保険設計書（契約概要）」を必ず
ご確認ください。なお、ご契約の際には、「保険設計書（契約概要）」、「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」、「ご契約の
しおり定款・約款」を必ずご確認ください。

■ 生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありませ
ん。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効
に成立します。

■ 当資料でご紹介しております商品の「保険設計書（契約概要）」などを希望される場合には、お客さまの取扱担当者にお
申し出いただくか、最寄りのお客さま窓口にご請求ください。

■ 個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。

担当者

募Ⅱ2101152営教


